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J-35 耳処置（耳垢栓塞） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、耳垢塞栓の病名のみで耳処置の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 耳垢塞栓除去は複雑なものと単純なものがあり、複雑なものは耳垢塞栓

除去として算定するが、単純なものは基本診療に含まれるため耳処置での

算定は認められないと整理した。 

 


